
令和６年第３回岐阜県議会定例会における審議結果について 

 

１ 会期 

  令和５年６月１８日（火）～７月４日（木）（１７日間） 

 

２ 審議結果 

  次の議案が６月１８日に提出され、教育警察委員会に付託された。 

   

○議第７９号  

 令和６年岐阜県一般会計補正予算のうち歳出予算補正中教育警察委員会関係 

 

  ○議第８６号 

    加茂高等学校第１棟建築工事の請負契約 

  

 ※７月１日の教育警察委員会での審議を経て、７月４日本会議で可決された。 

 

３ 一般質問・議案に対する質疑の状況 

月 日 議員名 質 問 事 項 

６月２６日 

 

 

 

松岡 正人 

（自 民） 

○若者の岐阜愛の醸成について 

・清流の国ぎふ総文２０２４のレガシーについて 

判治 康信

（県 民） 

○教員採用試験早期化の検証について 

○特別支援学校の環境整備と職業教育について 

布俣 正也 

（自 民） 

○誰一人取り残されない学びと居場所と元気の保

障に向けたひきこもり児童・生徒の早期支援に

ついて 

・小・中学校の現場における不登校支援の現状と

課題、今後の取組みの方向性について 

６月２７日 水野 吉近

（公 明） 

○公立学校における熱中症特別警戒アラート発表

時の対応について 

○「チーム学校」の実現に向けた課題と今後の取

組みについて 

長屋 光征 

（自 民） 

○中学校部活動の地域移行と県立高校部活動の活

性化について 

事務局報告（その他）（１）  1  



月 日 議員名 質 問 事 項 

６月２７日 広瀬 修 

（自 民） 

〇気温上昇の影響に対する取組みについて 

・小中学校における屋外での教育活動について 

○岐阜聾学校の再整備について 

牧田 秀憲 

（自 民） 

〇特別な教育的支援が必要な子どもに対する学校

における取組みについて 

６月２８日 国枝慎太郎 

（自 民） 

〇特別支援学校に通う医療的ケア児が保護者の同

伴なく修学旅行や現場実習に参加できる体制づ

くりについて 

平野 佑也 

（自 民） 

〇通学路の安全点検における防犯対策の確認につ

いて 
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質問 松岡議員（自民・各務原市）６月２６日（水） 

○若者の岐阜愛の醸成 

 ・清流の国ぎふ総文２０２４のレガシーについて 

答弁 教育長 

総文祭の企画運営を担う生徒実行委員会は、令和４年７月に発足して以来、２４

カ月に渡って準備してまいりました。この間に、同委員会での成果を後輩に引き継

ぎ、高校を卒業した生徒もいます。 

高校での教育活動は、多くを学校単位で行っていますが、今回のように学校の枠

を越えて活動し、様々な見方や考え方を共有することは、通常では得難い経験であ

り、生徒の新たな発想や創造へとつながっていると考えます。 

また、過去何回かの総文祭を見てきた私の目から見ると、本大会ほど生徒が中心

となり、その思いや考えを尊重し、教員などのスタッフが一丸となって企画、準備

している大会はなかったと思います。 

こうしたことから、県教育委員会としましては、今後、校種、学科、学校規模な

どが異なる多くの学校の生徒が集い、主体的に自らの考えや思いを表現できる機会

を創出することで、生徒一人ひとりが生涯に渡って複雑化・多様化する社会の中で

共に生き、よりよい未来の実現につながるよう、取り組んでまいります。 

 

 

質問 判治議員（県民・多治見市）６月２６日（水） 

○教職員採用試験の早期化の検証について 

答弁 教育長 

教員採用試験は、各都道府県や政令指定都市など、６８機関で実施しており、今

年度は、文部科学省の要請により、本県を含む３４機関が６月に試験を実施し、昨

年度の１６機関から倍増いたしました。 

前倒しの目的の一つは、民間企業等の採用活動の早期化に対応するためですが、

民間機関の調査結果によると、今年の大学４年生の５月１日時点での就職内定率は、

実に７２．４％に上っております。 

こうした中、文部科学省は来年度の試験をさらに１か月前倒しして５月中旬に実

施するよう求めていますが、まずは今回の６月への前倒しの効果を検証する必要が

あると考えております。このため、教育実習や採用試験の実施時期のほか、民間企

業等との併願状況などについてアンケート調査を実施し、その結果も踏まえながら、

優秀な人材確保に向けた試験のあり方について検討してまいります。 

本県は、東海３県及び名古屋市と同日に１次試験を実施しておりますが、来年度

については、今年度の結果を分析し、隣県の動きや大学等、関係機関の意見などを

考慮し、決定していきたいというふうに考えております。 
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○特別支援学校の環境整備と職業教育について 

答弁 教育長 

子どもかがやきプランにより、平成１８年度以降、順次特別支援学校を整備した

結果、１２校が２１校となり、校舎面積も約２倍に増加いたしました。しかし、こ

の間、県内の児童生徒数が２０％弱減少する中、特別支援学校で学ぶ児童生徒数は、

約１．５倍に増加いたしました。そのため、国が示す基準に校舎面積が満たない学

校があります。 

こうした教室不足に対応するため、通学区域を見直すほか、一つの方法として、

高校には教室に余裕があるため、高校のあり方を検討する中で、特別支援学校につ

いても併せて検討してまいります。また、老朽化する施設については、県が定める

「県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的に整備を進めてまいります。 

次に、職業教育については、軽度知的障がいのある生徒が、一般就労に向けて、

ビルメンテナンスや喫茶サービス等の専門教科が学べる環境を、岐阜、西濃及び可

茂地域に整備したところです。他の未整備の地域については、これまでの実践を検

証し、それぞれの地域の実情に応じて具体的な方向性を今後検討してまいります。 

 

 

質問 布俣議員（自民・飛騨市）６月２６日（水） 

○誰一人取り残されない学びと居場所と元気の保障に向けたひきこもり児童・生徒

の早期支援について 

 ・小・中学校の現場における不登校支援の現状と課題、今後の取組みの方向性に

ついて 

答弁 教育長 

先ほど議員からご紹介いただいたように、近年、様々な不登校対策に対しての施 

策をうってまいりましたが、残念ながら、直近の文部科学省の調査によると、これ

は、令和４年度になるのですが、不登校児童生徒数は、前年度より小学校で３１７

人、中学校で５６７人増加しており、県全体では、５,２５５人となっております。 

そうした中、県の教育委員会では、児童生徒の居場所の一つである校内教育支援 

センターを整備するため、令和５年度より補助制度を創設し、市町村がセンターを

設置する支援を、現在しております。また、今年度は新たに学習指導員をそのセン

ターに配置することで、その強化を図っているところです。 

一方で、そうした不登校児童生徒のうち、学校や外部との接点が少なくなる傾向 

がある場合には、早期に適切な支援に繋げることが重要だと考えております。 

そのため、スクールソーシャルワーカーを関係校に派遣し、本人や保護者と面談 

することで、不安な要因を丁寧に把握するとともに、ケース会議等において県や市

町村の福祉部局と連携をしてまいります。 

そして、こうしたことで得られた個別の支援策を基に、児童生徒個々が抱える現 
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状、そして、環境の改善を図り、その後の社会的自立ができるよう今後も支援をし

てまいります。 

 

 

質問 水野（吉）議員（公明・岐阜市）６月２７日（木） 

○公立学校における熱中症特別警戒アラート発表時の対応について 

答弁 教育長 

今年４月に気候変動適応法が施行されたことに伴い、県では、熱中症特別警戒ア

ラート発表時の対応について整理し、県立学校、市町村教育委員会及び県高等学校

体育連盟等に周知したところです。 

その中で、熱中症特別警戒アラートが発表された場合には、翌日の運動会や体育

大会、校外学習等については、中止または延期する方向で検討することとしており

ます。 

一方、当日、通常の授業を行う場合には、屋外での授業を取り止め、空調設備の

ある教室等で活動を行いますが、屋内においても熱中症のリスクがあるため、教員

が児童生徒の様子を丁寧に観察するとともに、少しでも体調に違和感を覚える場合

には申し出るよう児童生徒に呼びかけるなど、いつも以上に体調を把握することが

重要となります。 

このように、熱中症特別警戒アラートが発表された場合には、児童生徒の命を守

るため、教育活動のあらゆる場面において様々な対策を講じ、熱中症事故の未然防

止に努めてまいります。 

 

○「チーム学校」の実現に向けた課題と今後の課題について 

答弁 教育長 

これまでも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、様々な

専門知識を有する方々に学校運営に参画していただいておりますが、「チーム学校」

の実現には、さらなる多様な人材の確保と学校マネジメント体制の強化が課題だと

考えております。 

まず、人材確保については、特に、教材作成など、教員業務を補助するスクール

サポートスタッフや、地域移行に伴う部活動指導員の確保が困難となっております。

そのため、地域の方や保護者など、より幅広い方々に参画していただけるよう働き

かけてまいります。 

また、学校のマネジメント体制を強化するためには、管理職がその能力を高める

必要があります。そのため、具体的な事例を用いた研修を通じ、管理職が教職員や

外部人材、学校に関わる方々などの役割を十分理解し、組織的に問題に対処する方

法を学ぶことにより、より良い学校運営に生かしてまいります。 

引き続き、子供たちが豊かな学びを実現するため、「チーム学校」の実現に向け

て取り組んでまいります。
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質問 長屋議員（自民・岐阜市）６月２７日（木） 

○中学校部活動の地域移行と県立高校部活動の活性化について 

答弁 教育長 

 まず、本県における中学校の運動部活動の地域移行の進捗状況ですが、国の実証 

事業を活用し、令和５年度時点で全国の中で最も多い２４の市町が取り組み、公立 

中学校１７１校に１，８１５ある部活動のうち、約４割にあたる７８４の部が移行 

を完了したところです。 

次に、県立高校の部活動では、学校の小規模化や部活動にない競技を行う生徒が

増えていることから、部員の数が減少し、特にチーム競技は、規定の人数に満たず、

大会出場が困難になっております。こうした中で、複数の学校による合同チームを

編成し、活躍の場をまず設けております。 

また、平成３０年度より開始している県外募集や、強化指定校に対する強化活動

費等の支援、さらに、先ほど議員からご紹介があったような取組みなどにより、競

技力の向上を図っているところです。さらに、文化系部活動については、昨日の答

弁でもお答えしたとおり、今回の総文祭の取組みを契機に、学校の枠を越えた活動

を行うなど、更なる活性化を図ってまいりたいと考えております。 

今後も、生徒の思いに寄り添った指導者のもと、生徒一人一人が充実感を持ち、

満足できる活動の場を設けていきたいと思っております。 

 

 

質問 広瀬議員（自民・岐阜市）６月２７日（木） 

○気温上昇の影響に対する取組みについて 

 ・小中学校における屋外での教育活動について 

答弁 教育長 

県内の公立小中学校における熱中症対策については、令和３年７月に県教育委員

会が作成した、教育活動における判断と行動の目安を定めた「熱中症対策ガイドラ

イン」に基づき対応が行われております。例えば、運動会や体育大会を９月に実施

する学校は、令和元年度と今年度を比較すると、小学校が８１％から１１％に、中

学校が９２％から２３％へと減少するなど、学校行事の開催時期とその内容の見直

しが進んでおります。 

また、体育の授業や部活動、そのほか空調施設のない場所での活動の際には、活

動前や活動中にＷＢＧＴを計測し、その内容の変更や時間の短縮、帽子の着用、い

つでも水分補給ができるようにするなど、熱中症対策を最優先にした対応をしてお

ります。さらに、炎天下での下校を避けるため、下校時間を遅らせるなどの対応も

おこなっているところです。 

今後も、ＷＢＧＴの計測が必要な場合には、その結果に基づき、その指数に応じ

た適切な判断がなされるよう徹底してまいります。 
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○岐阜聾学校の再整備について 

答弁 教育長 

令和５年度の特別支援学校の幼児児童生徒数は２，５９６人となり、子どもかが

やきプラン策定時の平成１８年と比べて約１．５倍に増加する中、岐阜聾学校につ

いては、近年８０人前後で推移している状況です。 

学校施設の老朽化対策は、県の定める「県有建物長寿命化計画」に基づき、順次、

建て替えを進めているところです。 

岐阜聾学校で最も古い本館校舎は、先程紹介があったとおり、昭和４４年に建築

され、今年で５５年を経過しますが、今までに平成１１年度と平成３０年度に大規

模な改修を実施するほか、空調設備の取り替えや教室へのプロジェクター設置など、

その都度、必要な学習環境の整備を進めてまいりました。 

将来必要となる建て替えに向けては、学校の敷地が狭く住宅地の中にあるため、

拡張が困難であることから、教育活動の妨げとならないような建て替えの方法や、

建物の規模等について、今後、丁寧に検討を進めてまいります。 

 

 

質問 牧田議員（自民・美濃加茂市）６月２７日（木） 

○特別な教育的支援が必要な子どもに対する学校における取組みについて 

答弁 教育長 

学習上又は生活上の困難を克服するため、児童生徒が週に１時間程度、在籍の学

級を離れて、個別の指導を受ける通級指導教室は、この１０年間で、約４倍に増え

るなど、通常学級においても、特別な支援が必要な児童生徒が増えております。 

そのため、小中学校の教員には、児童生徒一人一人の特性を理解し、適切に指導

することが求められております。 

こうしたことから、県内６地域に配置している、発達障がいなど、特別支援教育

に関する専門的な知見を有する「コア・ティーチャー」から、視覚的に理解を促す

ことや、短い言葉で指示を出す方法などについて学ぶ機会を設けております。また、

経験豊かな特別支援学校の教員が、要請により小中学校を訪問し、困難さを抱える

児童生徒への具体的な支援の仕方を指導助言する仕組みも設けております。 

今後も、県内すべての教員が、どの学級にも困難さを抱える児童生徒が在籍してい

るという前提にたち、一人一人に応じた適切な指導ができるよう努めてまいります。 
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質問 国枝議員（自民・揖斐郡）６月２８日（金） 

○特別支援学校に通う医療的ケア児が保護者の同伴なく修学旅行や現場実習に参加 

できる体制づくりについて 

答弁 教育長 

医療的ケアを必要とする児童生徒への支援と保護者負担の軽減を図るため、対象

となる特別支援学校に、平成１４年度から看護師を順次配置し、今年度は、１５校

に７６名を配置しております。 

また、文部科学省の通知により、令和元年度から、日中の校外での学習活動につ

いては、それまで保護者の同伴が必要であったものが、看護師の同行のみで参加で

きるようになりました。 

一方、修学旅行等の宿泊を伴う活動には、現在、保護者の同伴が必要であるため、

中には、同伴がかなわず、参加を諦めざるを得ない児童生徒もいます。こうした中、

看護師の夜間も含めた同行は、保護者の負担軽減や、今まで参加がかなわなかった

児童生徒が在学中にしかできない、貴重な経験をする手助けとなると考えておりま

す。 

そうした中、先ほどご紹介の要望のほか、他の学校の保護者からの要望もあり、

看護師による夜間の医療的ケアが適切に実施できるよう、現在、仕組みを整備して

いるところです。その仕組みが整い次第、夏休み明けを目途に、開始できるように

取り組んでまいります。 

 

 

質問 平野議員（自民・各務原市）６月２８日（金） 

○通学路の安全点検における防犯対策の確認について 

答弁 教育長 

従来から行ってきた通学路の安全点検は、京都府で登校中に起きた３人が死亡し

た交通事故をきっかけに、平成２４年度から学校、警察、道路管理者の三者が連携

して行われることになりました。 
また、平成３０年には、新潟県で起きた下校中の児童殺傷事件を受けて、防犯に

重点を置いた緊急安全点検が実施されたところです。 

通学路の安全点検では、これまで、人や車の通行状況、見通しの悪い箇所など、

交通安全上危険な場所や、人気のない場所、空き家や空き地など犯罪の懸念される

箇所を確認してまいりました。 

今年度はさらに、点検の際参考とするチェックリストを県教育委員会から改めて

配布し、防犯カメラや街灯の設置位置なども確認することにより、交通安全、防犯

両面における危険箇所の特定の精度を高めてまいります。 

今後は、こうして得られた情報を、学校、警察、道路管理者、さらに市町村が共

有して、児童生徒が安心して登下校できるよう努めてまいります。 
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